
証券コード　3294
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株　主　各　位
東京都千代田区神田錦町一丁目２番地１
株 式 会 社 イ ー グ ラ ン ド

代表取締役社長 江 口 　 久
第28期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第28期定時株主総会を下記により開催いたしますの
で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご
検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平
成29年６月27日（火曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますよう
お願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年６月28日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区西神田三丁目２番１号

住友不動産千代田ファーストビル南館
ベルサール神保町　２階

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第28期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余金処分の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限
付株式の付与のための報酬決定の件

以　上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。
◎株主ではない代理人及び同伴の方など、議決権を行使することができる株主以

外の方はご入場いただけません（御身体の不自由な株主様の同伴の方を除きま
す。）ので、ご注意くださいますようお願い申しあげます。

◎本招集ご通知の発送日は平成29年６月７日ですが、早期に情報をご提供する観
点から、平成29年６月２日よりインターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.e-grand.co.jp）に掲載しております。
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◎計算書類の個別注記表につきましては、法令及び当社定款第16条に基づき、当
社ウェブサイト（http://www.e-grand.co.jp）に掲載しておりますので、本招
集ご通知提供書面には記載しておりません。

◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、当社ウ
ェブサイト（http://www.e-grand.co.jp）に掲載させていただきます。

◎株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産はご用意しておりませんので、予め
ご了承いただきますようお願い申しあげます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成28年４月 １日から
平成29年３月31日まで)

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当事業年度（平成28年４月１日～平成29年３月31日）におけるわが国
経済は、企業収益や雇用情勢の改善が進み、全体としては緩やかな景気回
復傾向が続いておりますが、新興国経済の低迷、米国新政権の政策動向、
地政学リスクの上昇等により不確実性が増しており、先行きは不透明感が
強まっております。
　当社が属する不動産業界、とりわけ中古住宅流通市場におきましては、
公益財団法人東日本不動産流通機構（東日本レインズ）によると、平成28
年度における首都圏中古マンションの成約件数は、前期比6.7％の増加とな
りました。また、成約価格につきましては、平成25年１月以降51ヶ月連続
で前年同月を上回って推移いたしました。
　当社の主たる事業である中古住宅再生事業におきましては、競売物件数
の減少、競合の増加、価格の高騰等による厳しい仕入環境が続く中で、当
社では、利益率の確保に重点をおき物件を厳選する仕入方針を採用してお
ります。この仕入方針のもと任売仕入件数が堅調に伸びたことにより、当
事業年度における仕入件数は、前事業年度の892件から929件（前事業年
度比4.1％増）となりました。
　販売につきましては、首都圏エリアの販売件数は伸び悩んだものの、関
西エリアの販売件数が大きく伸びた結果、当事業年度における販売件数は
前事業年度の850件から867件（前事業年度比2.0％増）となりました。ま
た、利益面につきましては、主力の居住用物件の利益率については概ね想
定通りに進捗しましたが、収益用一棟マンション等の一部の物件について
販売促進を目的とした価格見直しを行った結果、売上総利益率は前事業年
度と同水準の15.9％となりました。
　以上の結果、当事業年度の売上高は18,487百万円（前事業年度比8.4％
増）、営業利益は1,233百万円（同11.7％増）、経常利益は1,011百万円
（同14.2％増）、当期純利益は707百万円（同29.5％減）となりました。
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　事業別の状況は次のとおりであります。
＜中古住宅再生事業＞
　中古住宅再生事業におきましては、居住用物件による売上が16,900百万
円、収益用一棟マンションを含む収益用物件による売上が1,159百万円と
なり、物件販売による売上高は18,059百万円となりました。また、収益用
物件の保有期間中の賃貸収入が120百万円となりました。その結果、当事
業年度における同事業の売上高は18,234百万円（前事業年度比8.4％増）
となりました。
＜その他不動産事業＞
　その他不動産事業におきましては、賃貸等不動産の賃貸収入の増加によ
り、当事業年度における同事業の売上高は252百万円（前事業年度比12.3％
増）となりました。

②　設備投資の状況
　特記すべき事項はありません。

③　資金調達の状況
　当社は、平成28年12月19日開催の取締役会決議により、平成28年12月
28日に第８回無担保社債を発行し、1,000百万円の資金調達を行いました。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 25 期
(平成26年３月期)

第 26 期
(平成27年３月期)

第 27 期
(平成28年３月期)

第 28 期
（当事業年度）
(平成29年３月期)

売 上 高(百万円) 12,523 15,404 17,051 18,487

経 常 利 益(百万円) 952 687 885 1,011

当 期 純 利 益(百万円) 583 499 1,003 707

１株当たり当期純利益 (円) 111.38 79.32 158.62 111.74

総 資 産(百万円) 10,824 12,748 15,048 16,768

純 資 産(百万円) 3,917 4,375 5,338 5,774

１株当たり純資産 (円) 622.82 690.50 835.99 921.40

（注）１株当たり当期純利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式数、１株
当たり純資産額は自己株式を控除した期末発行済株式数により算出してお
ります。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
該当事項はありません。
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⑷　対処すべき課題
　当社といたしましては、景気動向及び不動産業界動向に柔軟に対応しなが
ら、主たる事業である中古住宅再生事業において、「安心して暮らせる良質
廉価な中古再生住宅を供給すること」に主眼を置いて、以下の事項を対処す
べき課題として今後の事業拡大を図ってまいります。
①　事業エリアの拡大

　当社は現在、首都圏及び関西エリアを中心に事業を展開しております。
不動産価格はエリア毎の需給バランスによって変動する場合があるため、
一部エリアに物件が偏ることはリスクとなる可能性があります。現在も事
業エリア内において、物件を分散させてリスク回避を図っておりますが、
今後は既存の事業エリア以外にも、継続的に事業を見込めるエリアを拡げ
ていくことによって、リスクを回避しながら事業規模の拡大を図ってまい
ります。

②　任売仕入の強化
　当社は不動産競売市場からの仕入に強みをもっておりますが、競売物件
数は景気動向等により増減する場合があります。競売市場の動向によらず
安定的な仕入を行うため、既に一般の中古住宅流通市場からの仕入（任売
仕入）に取り組んでおりますが、今後も更なる強化を図ってまいります。

③　在庫回転率の維持向上
　物件販売サイクルの長期化は、財務体質の悪化とともに、不動産価格が
下落基調となった場合の価格下落リスクを招くこととなります。販売サイ
クルを短縮化することによって、在庫を適正水準に維持して有利子負債の
増加を抑制するとともに、価格下落リスクの低減を図ってまいります。

④　品質管理の拡充
　当社では、お客様が中古住宅を購入する際に抱く建物や品質への不安を
解消し、安心して暮らせる住宅を提供することが何よりも重要であると考
えております。当社では独自にアフターサービス保証を実施して、今後も
お客様が安心して暮らすことのできる環境づくりを図ってまいります。
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⑤　優良な賃貸用不動産の取得
　当社の主たる事業である中古住宅再生事業はフロー型ビジネスであり、
不動産市況の影響を受けやすいビジネスモデルであります。優良な賃貸用
不動産の取得を進めて、将来の安定したストック収益（賃貸収入）基盤を
構築してまいります。

⑥　内部管理体制の強化
　当社は、コンプライアンス体制の充実を重要課題と位置付け、内部牽制
機能の強化、不正やミスの起こらない組織作りに取り組んでおります。内
部監査部門、監査等委員会及び会計監査人との連携による監査体制の充実
を図っております。
　また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応につきまして
は、代表取締役社長を総括責任者として、内部統制の適切な整備、運用及
び評価を行い、各部門の協力のもと、全社的なリスク管理体制の整備及び
内部統制の有効性の向上を図ってまいります。

⑦　リスク管理体制
　当社のリスク管理体制におきましては、多様化するリスクを適切に管理
し、損害の発生及び拡大を未然に防ぐことが重要な課題と認識しておりま
す。そのため今後も社内諸規程、業務マニュアルの整備に加えて、社員教
育を充実させるとともに、定期的な内部監査を実施してまいります。

⑧　人材の確保と育成
　企業が成長するうえでは、継続的に優秀な人材を確保し、これを育成す
ることが重要であると認識しております。優秀な人材の獲得と育成を図
るために、良好な労働環境の整備と社内教育制度の拡充に努めておりま
す。また、マネージャー育成を強化し、事業拡大に伴う組織体制の整備を
進めてまいります。
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⑸　主要な事業内容（平成29年３月31日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

中古住宅再生事業 中古住宅（マンション・戸建）を取得し、再生して販売する
事業

その他不動産事業 不動産賃貸事業及びその他不動産関連事業

⑹　主要な営業所（平成29年３月31日現在）
本 社 東京都千代田区

札 幌 支 店 北海道札幌市中央区

宇 都 宮 支 店 栃木県宇都宮市

関 西 支 店 大阪市北区

横 浜 支 店 横浜市西区

⑺　使用人の状況（平成29年３月31日現在）
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

86名 10名増 32.2歳 4.2年

（注）使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣
社員を含む）は含まれておりません。

⑻　主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,269百万円
東 京 シ テ ィ 信 用 金 庫 1,690
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 677
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 626
株 式 会 社 り そ な 銀 行 506

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
　特記すべき事項はありません。
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２．株式の状況（平成29年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 16,000,000株
⑵　発行済株式の総数 6,362,000株（うち自己株式145,000株）
（注）新株予約権の行使により、発行済株式の総数が12,000株増加しております。
⑶　株主数 7,980名（前期末比2,817名減）
⑷　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

江 口 　 久 1,992,000株 32.0％
日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 485,000 7.8

江 　 口 　 惠 津 子 220,000 3.5

江 口 香 菜 200,000 3.2

江 口 直 宏 200,000 3.2

千 田 美 穂 200,000 3.2

株 式 会 社 ジ ュ ー テ ッ ク 160,000 2.5

佐 々 木 　 　 　 洋 127,000 2.0

紺 田 久 美 72,000 1.1

林 田 光 司 68,000 1.0

（注）１．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
２．レオス・キャピタルワークス株式会社より、平成28年３月23日付で当社株式に

係る大量保有報告書が提出されておりますが、当事業年度末日における同社の
実質保有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書の内容は下記のとおりであります。

氏 名 又 は 名 称 保有株券等の数 株券等保有割合

レオス・キャピタルワークス株式会社 325,100株 5.2％
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３．新株予約権等の状況
⑴　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として

交付された新株予約権の状況
第５回新株予約権 第６回新株予約権

発 行 決 議 日 平成26年７月10日 平成27年７月10日

新 株 予 約 権 の 数 75個 233個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　 30,000株
(新株予約権１個につき400株)

普通株式　　　 23,300株
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 207,800円 61,636円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
400円

(１株当たり　１円)

新株予約権１個当たり
100円

(１株当たり　１円)

権 利 行 使 期 間 平成26年８月１日から
平成56年７月31日まで

平成27年８月１日から
平成57年７月31日まで

行 使 の 条 件 （注） （注）

役 員 の
保有状況

取 締 役
（監査等委員を除く）

新株予約権の数 75個
目的となる株式数 30,000株
保有者数 5名

新株予約権の数 233個
目的となる株式数 23,300株
保有者数 5名

第７回新株予約権

発 行 決 議 日 平成28年７月11日

新 株 予 約 権 の 数 453個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　 45,300株
(新株予約権１個につき100株)

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 35,300円

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

(１株当たり　１円)

権 利 行 使 期 間 平成28年８月１日から
平成58年７月31日まで

行 使 の 条 件 （注）

役 員 の
保有状況

取 締 役
（監査等委員を除く）

新株予約権の数 453個
目的となる株式数 45,300株
保有者数 5名
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（注）１．新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪
失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権の全部を一括し
てのみ行使できるものとする。

２．その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新
株予約権割当契約」の定めるところによる。

３．平成26年10月１日付で普通株式１株につき４株とする株式分割が行われたこ
とにより、「新株予約権の目的となる株式の種類と数」及び「新株予約権の行
使に際して出資される財産の価額」は調整されている。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権
の状況
該当事項はありません。

⑶　その他新株予約権の状況
該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
⑴　取締役の状況（平成29年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 江 口 　 久

専 務 取 締 役 釜 賀 英 禎 関西支店長

取 締 役 林 田 光 司 住宅再生事業部門担当
兼　第１営業部長

取 締 役 丹 波 正 行 投資・賃貸営業部長
兼　営業企画部長

取 締 役 白 惣 考 史 管理部長

取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 榎 下 勝 寛

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 鵜 飼 一 賴 大原法律事務所パートナー

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 佐 々 木 　 　 　 洋 公認会計士佐々木洋事務所所長

（注）１．監査等委員鵜飼一賴氏及び佐々木洋氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員鵜飼一賴氏は、弁護士の資格を有しており、法務及びコンプライア

ンスに関する相当程度の知見を有しております。
３．監査等委員佐々木洋氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有しております。
４．内部監査部門・会計監査人との連携強化及び重要な会議への出席・往査といっ

た監査手法を取り入れることで、監査等委員会の監査・監督機能を強化させる
ため、榎下勝寛氏を常勤の監査等委員に選定しております。

５．当社は、監査等委員鵜飼一賴氏及び佐々木洋氏を東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

６．当社と各監査等委員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、各監査等委員ともに金300万円又は会社法第425条
第１項に定める額のいずれか高い額としております。
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⑵　取締役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額
区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ）
（う　ち　社　外　取　締　役）

5名
（-）

117,477千円
（-）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（う　ち　社　外　取　締　役）

3
（2）

24,675
（9,600）

合 計 8 142,152

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成27年６月25日開催の第26期定時株主総会におい
て、取締役（監査等委員を除く。）について年額240,000千円以内、監査等委
員について年額50,000千円以内と決議されております。また別枠で、同日開催
の定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く。）に対して、株式報酬
型ストック・オプション報酬額として年額20,000千円以内と決議されておりま
す。

２．上記報酬等の額には、取締役（監査等委員を除く。）５名に対する株式報酬型ス
トック・オプション報酬額15,990千円が含まれております。
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⑶　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・監査等委員鵜飼一賴氏は、大原法律事務所のパートナーであります。当
社と同事務所との間には特別の関係はありません。

・監査等委員佐々木洋氏は、公認会計士佐々木洋事務所所長であります。
当社と同事務所との間には特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取 締 役
（監査等委員） 鵜 飼 一 賴

当事業年度に開催された取締役会20回及び
監査等委員会16回の全てに出席し、必要に
応じ、主に弁護士として専門的見地から発言
を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 佐々木　　　洋

当事業年度に開催された取締役会20回及び
監査等委員会16回の全てに出席し、必要に
応じ、主に公認会計士として専門的見地から
発言を行っております。
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５．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　有限責任監査法人トーマツ

⑵　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,500千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 16,500

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区
分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び
報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った
うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要
があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の
目的とすることを決定いたします。
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に
該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を
解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後
最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の
理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
[業務の適正を確保するための体制]

　当社は、監査等委員会設置会社への移行並びに平成27年５月１日の「会社法
の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一
部を改正する省令」（平成27年法務省令第６号）の施行に伴い、平成27年６月
25日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針につ
いて以下のとおり決議しております。

⑴　取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制

①　取締役会で「行動規範」及び「コンプライアンス規程」を定めて、取締
役及び使用人が法令及び定款ならびに社会規範を遵守した行動をとるた
めの指針とする。

②　取締役会は、「取締役会規則」に定められた基準に従って、法令に基づ
く職務その他業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の
職務の執行を監督する。

③　取締役及び使用人の職務執行の適切性を確保するため、内部監査部門を
設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監
査部門は、必要に応じて監査等委員会及び会計監査人と情報を交換し、
効率的な内部監査を実施する。

④　法令違反または法令上疑義のある行為等に対して、取締役及び使用人が
通報できる内部通報制度を構築し、「内部通報制度運用規程」に基づき
運用する。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①　取締役会議事録、その他取締役の職務の執行に係る重要な書類等は、

「文書管理規程」に従い、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存
及び管理する。

②　取締役は、必要に応じてこれらの文書を閲覧できる。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　「危機管理規程」でリスクマネジメントに関する事項を定めるととも

に、リスクマネジメントを推進するための課題や対応策を協議するため、
必要に応じてリスクマネジメント委員会を設置する。

②　緊急時には、代表取締役社長を最高責任者とする危機管理体制をとるも
のとし、必要に応じて、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を
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設置して、対応方針を協議、決定し、損失の拡大防止ならびに危機の収
束の措置を実施する。また、収束後は再発防止に向けた指針を定める。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　定例の取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を

開催し、重要事項に関する迅速な意思決定を行い、適切な職務執行が行
える体制を確保する。

②　取締役、部長及び室長以上の管理職で構成される経営会議を原則として
毎月１回、また、必要に応じて随時開催し、取締役会の意思決定に資す
るため、取締役会付議事項を事前に審議する。

③　取締役会は、「組織規程」「職務権限規程」「職務分掌規程」等の諸規
程を定めて、意思決定ルールを明確にし、権限委譲を行うとともに職務
を分担する。

④　中期経営計画及び総合予算を策定して、各部門の責任範囲を明確にす
る。また、予算の実績管理を行って、経営数値の進捗管理と適正な修正
を行う。

⑸　監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、それ
らの取締役及び使用人の他の取締役からの独立性に関する事項並びにそ
れらの取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①　監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人
を置くものとする。なお、監査等委員会の職務を補助する取締役は置か
ない。

②　当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等には、監査等委員会の同
意を得たうえで行うものとし、業務執行者からの独立性を確保する。

③　当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員会に係る業
務を優先して従事する。

⑹　取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に
報告するための体制及びその他の監査等委員会への報告に関する体制

①　監査等委員会は、法律に定める事項の他、取締役及び使用人が監査等委
員会に報告すべき事項を取締役と協議して定め、その報告を受けるもの
とする。

②　取締役及び使用人は、監査等委員に対して、会社に著しい損害を及ぼす
おそれのある事実、職務の執行に関する不正行為または法令もしくは定
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款に違反する事実を遅滞なく報告するものとする。
③　監査等委員会は必要に応じて、取締役及び使用人に対して、報告を求め

ることができる。

⑺　監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な
取扱いを受けないことを確保するための体制

①　監査等委員は、取締役または使用人から得た情報について、第三者に対
する報告義務を負わない。

②　監査等委員会は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関し
て、取締役にその開示を求めることができる。

⑻　監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関す
る事項

①　監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い、償還の手続
きその他の当該職務についての執行について生ずる費用、または債務の
処理の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務の執
行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに処理をする。

⑼　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体
制

①　監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、会社が対処す
べき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等に
ついて意見を交換する。

②　監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部門とも連携して監査の実効
性を確保する。
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[業務の適正を確保するための体制の運用状況]
　当事業年度における上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
は以下のとおりであります。

⑴　コンプライアンス体制
　「行動規範」をはじめとした社内規程の社内グループウェア上での公開、
全社員を対象としたインサイダー取引規制セミナーの定期開催等、取締役
及び使用人が法令及び定款の遵守を意識するための取り組みを継続的に行
っております。また、コンプライアンス遵守の実効性確保のため、内部監
査部門による監査を実施しております。

⑵　リスク管理体制
　「危機管理規程」に基づき、代表取締役社長を委員長としたリスクマネ
ジメント委員会を計４回開催し、事業等のリスクをはじめとした当社を取
り巻く課題について検討を行いました。

⑶　効率的かつ適切な職務執行を確保するための体制
　当社の取締役会は、法令及び社内規程に基づき運営されており、当事業
年度は定例を含め20回の取締役会を開催し、重要事項に関する意思決定並
びに各取締役の職務執行の監督を行いました。また、当社は取締役会の監
督機能のさらなる強化のため、前事業年度より監査等委員会設置会社に移
行しております。

⑷　監査等委員会の体制
　当事業年度は監査等委員会を16回開催し、監査方針及び監査計画に基づ
き、取締役会や経営会議、その他当社の重要会議等への出席や各種書類の
閲覧等を行い、監査等委員でない取締役の職務執行、内部統制システムの
整備ならびに運用状況の監査を実施しております。

(注)本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てております。また、
比率は表示単位未満を四捨五入しております。
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貸　借　対　照　表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

販 売 用 不 動 産

仕掛販売用不動産

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

競 売 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

出 資 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

13,779,633

3,667,148

7,546,931

2,168,258

801

67,613

109,217

44,011

165,164

10,538

△52

2,988,464

2,839,095

1,027,843

5,685

1,805,566

12,928

12,928

136,440

82,060

7,205

47,459

△284

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 6,953,172

買 掛 金 281,635
短 期 借 入 金 5,732,296
1年内償還予定の社債 67,800
1年内返済予定の長期借入金 489,158
未 払 金 107,227
未 払 費 用 28,900
未 払 賞 与 77,645
未 払 法 人 税 等 92,477
前 受 金 44,298
預 り 金 11,456
リ ー ス 債 務 2,737
完成工事補償引当金 7,372
そ の 他 10,168

固 定 負 債 4,040,689
社 債 1,380,200
長 期 借 入 金 2,466,581
役員退職慰労引当金 66,893
繰 延 税 金 負 債 60,121
そ の 他 66,894

負 債 合 計 10,993,861
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 5,728,373
資 本 金 832,495
資 本 剰 余 金 807,495

資 本 準 備 金 807,495
利 益 剰 余 金 4,188,326

利 益 準 備 金 3,660
その他利益剰余金 4,184,666

固定資産圧縮積立金 149,064
繰越利益剰余金 4,035,602

自 己 株 式 △99,942
新 株 予 約 権 45,862
純 資 産 合 計 5,774,236

資 産 合 計 16,768,098 負 債 純 資 産 合 計 16,768,098
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成28年４月 １日から
平成29年３月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 18,487,702

売 上 原 価 15,554,911

売 上 総 利 益 2,932,790

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,699,745

営 業 利 益 1,233,045

営 業 外 収 益

受 取 利 息 147

受 取 配 当 金 1,391

契 約 収 入 8,900

そ の 他 1,597 12,036

営 業 外 費 用

支 払 利 息 166,367

支 払 手 数 料 49,789

社 債 発 行 費 15,477

そ の 他 1,917 233,553

経 常 利 益 1,011,528

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,403 4,403

税 引 前 当 期 純 利 益 1,015,931

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 297,906

法 人 税 等 調 整 額 10,432 308,339

当 期 純 利 益 707,592
（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成28年４月 １日から
平成29年３月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
資本準備金 資本剰余金

合　　　計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合　　　計固定資産

圧縮積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 831,145 806,145 806,145 3,660 152,210 3,515,363 3,671,234 －

当 期 変 動 額

新 株 予 約 権 の 行 使 1,350 1,350 1,350

剰 余 金 の 配 当 △190,500 △190,500
固定資産圧縮積立金
の 取 崩 △3,146 3,146 －

当 期 純 利 益 707,592 707,592

自 己 株 式 の 取 得 △99,942
株主資本以外の項目
の 当 期 変 動 額

当 期 変 動 額 合 計 1,350 1,350 1,350 － △3,146 520,238 517,092 △99,942

当 期 末 残 高 832,495 807,495 807,495 3,660 149,064 4,035,602 4,188,326 △99,942

株 主 資 本
新株予約権 純資産

合　計株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 5,308,524 29,871 5,338,395

当 期 変 動 額

新 株 予 約 権 の 行 使 2,700 2,700

剰 余 金 の 配 当 △190,500 △190,500
固定資産圧縮積立金
の 取 崩 － －

当 期 純 利 益 707,592 707,592

自 己 株 式 の 取 得 △99,942 △99,942
株主資本以外の項目
の 当 期 変 動 額 15,990 15,990

当 期 変 動 額 合 計 419,849 15,990 435,840

当 期 末 残 高 5,728,373 45,862 5,774,236

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

平成29年５月12日
株式会社　イーグランド
取　締　役　会　　御中

　有限責任監査法人 ト　ー　マ　ツ
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 　 上 　 亮 比 呂 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 木 政 秋 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社イーグランドの平成28年
４月１日から平成29年３月31日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその

附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明
細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以　　上
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監査等委員会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、平成28年４月1日から平成29年３月31日までの第28期事業年度
における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以
下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関す
る取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監
査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の

分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及
び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な営業所において業務及び財産
の状況を調査しました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書
類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附
属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示
しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大
な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。ま
た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行
についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

平成29年５月15日
株式会社イーグランド　監査等委員会

監査等委員　　榎下　勝寛　　㊞
監査等委員　　鵜飼　一賴　　㊞
監査等委員　　佐々木　洋　　㊞

（注）監査等委員鵜飼一賴及び佐々木洋は、会社法第２条第15号及び第331条第６項
に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　剰余金の処分については、以下のとおりといたしたいと存じます。
　当社は事業の成長、拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識すると
ともに、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつと考えております。
　当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案し、
1株当たり10円とさせていただきたいと存じます。これにより、年間の配当金は
中間配当金10円と合わせて、１株につき20円となります。

(1) 配当財産の種類
　金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき　金10円
　配当総額　金62,170,000円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

　平成29年６月29日
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
　本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。
以下、本議案において同じ。）５名全員が任期満了となります。つきましては、
取締役５名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされた結果、異論はご
ざいませんでした。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１

え

江
ぐ ち

口
 

　
 

　
ひさし

久
（昭和32年９月25日）

昭和
平成

55
元

年
年

４
６

月
月

　鹿島建設株式会社入社
　当社設立
　代表取締役社長就任
　（現任）

1,992,000株

【取締役候補者とした理由】
　江口久氏は、創業以来、当社の代表取締役社長として経営を指揮し、
経営者として豊富な経験・実績を有していることから、今後も当社の持
続的な成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、引き続き取締役候
補者といたしました。

２

か ま

釜
が

賀
 

　
ひ で

英
た だ

禎
（昭和28年７月12日）

昭和

昭和

昭和
昭和

平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成

52

61

61
63

６
16
19
21
24
27
29

年

年

年
年

年
年
年
年
年
年
年

３

１

10
６

３
７
１
10
10
４
４

月

月

月
月

月
月
月
月
月
月
月

　株式会社昭栄配ぜん人紹介
所入社

　ライオン電気販売株式会社
入社

　東洋商事株式会社入社
　株式会社中代総業入社
　取締役就任
　当社入社
　専務取締役就任（現任）
　第一営業部長
　首都圏営業部長
　広域営業部長
　関西支店長
　住宅再生事業部門担当
　兼　営業企画部長（現任）

56,000株

【取締役候補者とした理由】
　釜賀英禎氏は、当社営業部門における豊富な経験と実績に加え、現在
も専務取締役として経営全般について幅広く寄与していることから、今
後も当社の持続的な成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、引き
続き取締役候補者といたしました。
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

３

はやし

林
だ

田
 

　
こ う

光
じ

司
（昭和41年５月22日）

平成
平成
平成
平成
平成
平成
平成

平成

２
16
16
19
21
24
28

29

年
年
年
年
年
年
年

年

４
４
７
１
10
10
４

４

月
月
月
月
月
月
月

月

　住友不動産株式会社入社
　当社入社
　取締役就任（現任）
　第二営業部長
　広域営業部長
　首都圏営業部長
　住宅再生事業部門担当
　兼　第１営業部長
　横浜支店長
　兼　投資･賃貸営業部長
　（現任）

68,000株

【取締役候補者とした理由】
　林田光司氏は、当社営業部門における豊富な経験と実績に加え、現在
も取締役として営業戦略について大きく寄与していることから、今後も
当社の持続的な成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、引き続き
取締役候補者といたしました。

４

に

丹
わ

波
 

　
ま さ

正
ゆ き

行
（昭和41年11月４日）

平成
平成
平成
平成
平成

平成

２
18
18
19
28

29

年
年
年
年
年

年

４
８
10
１
４

４

月
月
月
月
月

月

　住友不動産株式会社入社
　当社入社
　取締役就任（現任）
　営業開発部長
　投資・賃貸営業部長
　兼　営業企画部長
　関西支店長（現任）

56,000株

【取締役候補者とした理由】
　丹波正行氏は、当社営業部門における豊富な経験と実績に加え、現在
も取締役として営業戦略について大きく寄与していることから、今後も
当社の持続的な成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、引き続き
取締役候補者といたしました。
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

５

し ら

白
そ う

惣
 

　
た か

考
し

史
（昭和44年２月20日）

平成
平成
平成

平成
平成

４
19
19

23
24

年
年
年

年
年

４
４
６

３
４

月
月
月

月
月

　住友不動産株式会社入社
　当社入社
　取締役就任（現任）

管理部長（現任）
　内部監査室長
　社長室長

52,000株

【取締役候補者とした理由】
　白惣考史氏は、当社管理部門における豊富な経験と実績に加え、現在
も取締役として財務戦略について大きく寄与していることから、今後も
当社の持続的な成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、引き続き
取締役候補者といたしました。

（注）　各取締役候補者との間には、特別の利害関係はありません。
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第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役３名全員が任期満
了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いする
ものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１

え の

榎
し た

下
 

　
ま さ

勝
ひ ろ

寛
（昭和36年６月22日）

昭和
平成
平成
平成
平成

59
17
19
20
27

年
年
年
年
年

４
６
１
６
６

月
月
月
月
月

　旭化成株式会社入社
　当社常務取締役就任
　管理部長
　常勤監査役就任
　取締役（常勤監査等委員）
　就任（現任）

8,000株

【監査等委員である取締役候補者とした理由】
　榎下勝寛氏は、当社管理部門における豊富な経験と実績に加え、現在
当社の常勤監査等委員としてその職責を適切に果たしていることから、
引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。

２

う

鵜
か い

飼
 

　
か ず

一
よ り

賴
（昭和37年１月15日）

平成
平成

平成
平成
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年
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年
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３
６
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月
月

　大原法律事務所入所
　同事務所パートナー
（現任）

　当社社外監査役就任
　社外取締役（監査等委員）
　就任（現任）

40,000株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
　鵜飼一賴氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で
会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法務全般に関
する相当程度の知見を有しており、現在当社の社外取締役としてその職
責を適切に果たしていることから、引き続き監査等委員である取締役候
補者といたしました。
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位および担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数
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洋
（昭和36年５月18日）
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平成
平成
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　公認会計士佐々木洋事務所
所長就任（現任）

　当社社外監査役就任
　社外取締役（監査等委員）
　就任（現任）

127,000株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
　佐々木洋氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で
会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として財務及び
会計に関する相当程度の知見を有しており、現在当社の社外取締役とし
てその職責を適切に果たしていることから、引き続き監査等委員である
取締役候補者といたしました。

（注）１．鵜飼一賴氏及び佐々木洋氏は社外取締役候補者であります。
２．鵜飼一賴氏及び佐々木洋氏は現在、当社の監査等委員である社外取締

役でありますが、その在任期間は本総会終結の時をもって２年となり
ます。

３．鵜飼一賴氏及び佐々木洋氏につきましては、東京証券取引所に対し、
独立役員として届け出ております。なお、各氏の再任が承認された場
合には、引き続き独立役員とする予定であります。

４．当社は、榎下勝寛氏、鵜飼一賴氏及び佐々木洋氏との間で会社法第427
条第1項に基づく責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく監
査等委員である取締役の責任の限度額は、金300万円又は会社法第
425条第１項に定める額のいずれか高い額となります。なお、各氏の
再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

５．各監査等委員である取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係は
ありません。
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第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株
式の付与のための報酬決定の件

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）
の報酬等の額は、平成27年６月25日開催の第26期定時株主総会において、年額
240,000千円以内、また別枠として同株主総会において、株式報酬型ストック・
オプション報酬額として年額20,000千円以内とご承認いただいております。
　今般、上記の株式報酬型ストック・オプション報酬額に代え、対象取締役に、
株主の皆様との一層の価値共有を進めるとともに、当社の中長期の業績との連動
性を高め、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的と
する譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いす
るものであります。
　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされた結果、異論はご
ざいませんでした。
　本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金
銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額60,000
千円以内といたします。ただし、当該報酬額は、原則として、中期経営計画の対
象期間として想定している３事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を初
年度に一括して支給する場合を想定しており、実質的には１事業年度につき
20,000千円以内の支給に相当すると考えております。各対象取締役への具体的
な支給時期および配分については、取締役会において決定することといたします。
　なお、現在の対象取締役の員数は５名ですが、第２号議案が原案どおり承認可
決されますと、対象取締役の員数は同じく５名となります。
　また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭
報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は
処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式数の総
数は年100,000株以内といたします。ただし、上記のとおり、譲渡制限付株式報
酬として発行又は処分をされる普通株式は、３事業年度の初年度に一括して支給
する場合を想定しており、実質的には１事業年度33,334株以内の発行又は処分に
相当すると考えております。また、その１株当たりの払込金額は、各取締役会決
議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日
に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値）とします。
これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との
間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいま
す。）を締結するものとします。
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(1)譲渡制限期間
　対象取締役は、３年間から５年間までの間で当社の取締役会が定める期間
（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた当社の
普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その
他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

(2)退任時の取扱い
　対象取締役が譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役
を退任した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、
当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(3)譲渡制限の解除条件
　上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継
続して、当社又は当社の子会社の取締役の地位にあったことを条件として、本
割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解
除する。ただし、対象取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当と認
める理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任し
た場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期
を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

(4)無償取得事由
①　当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき

譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
②　当社の取締役会において予め定める本譲渡制限期間の満了日までに、当

社の取締役会において予め設定した業績条件を達成することができな
かった場合、当社は、本割当株式の全部を無償で取得する。

③　その他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、本割当契約に
定めるところによる。

(5)組織再編などにおける取扱い
　上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社
となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その
他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関
して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）
で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日
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から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本
割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除す
る。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点に
おいて譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(6)その他の事項
　上記のほか、本割当契約における意思表示および通知の方法、本割当契約の
改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。

以上
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会場：東京都千代田区西神田三丁目２番１号
住友不動産千代田ファーストビル南館
ベルサール神保町　２階
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ベルサール神保町
(住友不動産千代田ファーストビル南館)

A5

東口

交通 ・九段下駅「７番出口」　　徒歩３分（東西線）
「５番出口」　　徒歩４分（半蔵門線・新宿線）

・神保町駅「Ａ２出口」　　徒歩５分（半蔵門線・新宿線・三田線）
・水道橋駅「西　　口」　　徒歩９分（ＪＲ線）

「Ａ２出口」　　徒歩11分（三田線）
◎　当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車での

ご来場はご遠慮願います。
◎　株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産はご用意しておりませんので、

予めご了承いただきますようお願い申しあげます。

地図


